
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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該当するロには，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です，

｜細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標箪産業分類の細分類番号をいいます。

’基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の量又は原単位の数値の平均場．ぃミ！
「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。
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曰新規□変恵
（宛先）京都府知事 平成23年9促 3０ ヨ

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）

京都市南区上鳥羽上調子町５番地

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
ＴＯＷＡ株式会社
代表取締役社長西村永和

電話Ｏ7５－６９２－０２５０

主たる業種 生産用機械器具製造業（半導体製造装置製造業）
細分類番号 2１ ６ ７１ 

■ 

１ 

事業者の区分

麺2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則垣2条第１項第２号又は第３号

垣2条第１項第４号

計画期間 平成２３年４月から平成２６年３月まで

基本方針当社「環境方針」に則り、環境マネジメントシステムを運用し、温室効果ガスの排出量削減を目指す。

計画を推進するた
めの体制

環境マネジメントシステムに基づく社内組織により、温室効果ガスに関連する設備の適正管理と排出量削減を計画・実
行する。

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量

事業活動に伴
￣ 

フ 排出の量

評価の対象となる排出の量

目標の根拠

基寧年度
(20～22）年度

第１年度

(23）年度
第２年度

(24）年度
第３年度

(25）年度
増減率

2,617.2トン 2,591.5トン 2,591.5トン 2,591.5トン -1.0パーセント

2,578.5トン 2,591.5トン 2,591.5トン 2,591.5トン 0.5パーセント

平成２２年度に主カエオiiの京1M凍事薬所の工場空調を全更新し、前３カ年の削Mii活９M嗜熟ま、基2脚厚：平成１９年度
比-0.7％削iiiとなった。なお、今19iの空醗RH9璽箭は現時点で未砿定のため．当期の節電施箪は既存KRniの遡Ｉ箙管
理とし、平成２３年度は平成２２年度比で－１.qU削Mii（平成２０年～平成２２年平均比刑.5％）とし、平成２４
年・平成２５年Iま平成２３年排出｣【の$#鯛とする。

原単位当たりの温
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等
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原単位の指標及び目標の根拠

基準年度

(22）年度
第１年度

(23）年度
第２年度

(24）年度
第３年度

(25）年度
増減率

182.54 180.71 180.71 180.71 -1.0パーセント

パーセント

京都府下の３事業所（本社・京都東事業所・坂東記念研究所）の内、温室効果ガスが生童高に－

定比例をする京都東事業所の温室効果ガス排出量と生産高（金型数）を、目標原単位指標とす
る ｡ 

重点的に実施する取組の実施計画

基準年度

(22）年度

17.0パー
セン 卜

第１年度

(23）年度

32.0バーセン 卜

第２年度

(24）年度

50.0窪 ト

第３年度

(25）年度

50.0 
ﾉマー

セント

備考

具体的な取組及び
措置の内容

（２３）年度

（２４）年度

（２５）年度

空調実施エリアの現状飼査に基づく、空調機器の運転時間と股定温度の胸壁、および－部ユニッ
卜の全停止実施。工場および執務室照明の一部消燈実施。

上配の取組みの継続、および各機器の適正な運転管理の継続。

同上

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し

ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

京都府下の３事業所（本社・京都東事業所・坂東記念研究所）の内、本社（南区）と坂東
記念研究所（宇治市）については、ほとんどの社員を公共交通機関にて通勤させている。

本社（南区）と坂東記念研究所（宇治市）については鉄道最寄駅・バス停簿が近く、公共
交通機関への振替が可能なため。京都東事業所（宇治田原町）については立地場所の地
理的事情のため当面未実施とする。

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その

他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温
室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の

合計

第１年度

(23）年度

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

第２年度

(24）年度

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

第３年度

(25）年度

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

0.0トン

備考

地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

京都府が行う省エネ活動（ライトダウンキャンペーン）等への積極参加

特記事項


